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「事業用電気通信設備の技術的条件」に関する報告書（案）に関し、別紙の通り意見を

提出します。 
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（別紙） 

 

この度は、標記の件につきまして、意見提出の機会を設けて頂いたことに厚く御礼申し

上げます。下記の通り弊社の意見を述べさせて頂きますので、宜しくお取り計らい頂きま

すようお願い申し上げます。 

 

「アナログ電話相当の固定電話」について 

アナログ電話相当の固定電話及びその設備について弊社の考え方を述べます。 

アナログ電話の代替サービスとして提供するＩＰ技術を用いた固定電話などを、アナロ

グ電話と同等レベルとして基準を設けることは、新規参入事業者にとって過大な負担を抱

える恐れがあることから反対致します。アナログ電話の代替サービスとしてではなく、携

帯電話・ＰＨＳと同様に新たな技術基準のような、アナログ電話の技術基準とは異なる抜

本的な見直しが必要であると考えます。 

更に、バックボーン回線などインフラストラクチャーに対してアナログ電話と同等の技

術基準を設けることは、ＩＰ技術を用いた技術革新が急速に進む通信業界を見え据えた方

策とは言い難く、旧来の技術基準の影響を被りかねません。そもそも技術基準による事業

者選別を行うのではなく、あくまでユーザーの選択に基づく事業者間競争促進を図るべき

と考えます。そのため政策として技術の進歩によるネットワークの安全性・信頼性・効率

性の向上を図ろうとするのであれば、事業者の新規参入が容易且つ利用者保護が保たれる

ような技術基準の抜本的な見直しが必要であると考えます。 

 

 

「Ⅲ．事業用電気通信設備の技術的条件の方向性について」について 

２．事業用電気通信設備の技術的条件 

２－２ 個別のサービス毎に適用される技術的条件 

（２）アナログ電話相当の固定電話用設備の技術的条件（ＩＳＤＮ、ＩＰ技術を用いた

固定電話） 

利用者から見てアナログ電話の代替として利用されるサービスについては、アナログ電

話と同等レベルの品質が確保されるように、その電気通信設備に対して必要な規定を設け

ることが求められる。また、アナログ電話用設備と同様に、共通基準の中で予備設備や停

電対策等の安全・信頼性を確保するための規定が緩和される部分については、アナログ電

話相当の固定電話用設備に対して個別に規定することが必要である。 

ここで、アナログ電話相当の固定電話に該当する設備としては、現時点では、ＩＳＤＮ

及びＩＰ技術を用いた固定電話用設備とすることが適当である。 

なお、これらサービスの通話品質については、ＩＴＵ勧告に基づいた基準値等を用いる

ことが適当である。（７ページ） 

利用者から見てアナログ電話の代替として利用されるサービスが必ずしも代替利用され
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るとは限りません。代替となる環境を提供するサービスが全て同等の技術基準を必要とさ

れては、提供する事業者の負担が過大になりすぎます。アナログ電話をライフラインと同

等の通信社会基盤を担う位置づけにしているであれば、代替する新しいサービスとアナロ

グ電話は全く異なるものとして検討をする必要があると考えます。そもそもアナログ電話

の代替として使用するかどうかは、ユーザーの選択に委ねるべきものを考え、技術基準に

よる規定は望ましく思われません。 

 

（４）その他の音声伝送用設備の技術的条件（ＩＰ電話など（１）～（３）以外の音声

伝送用設備） 

その他の音声伝送用設備については、新しい技術やビジネスモデルによるサービス等の

新規参入事業者にとって過大な負担とならないよう、利用者が通常提供を受けるサービス

に最低限必要とされる内容の規定に留めることが適当である。 

このため、アナログ電話用設備、アナログ電話相当の固定電話用設備や主要な音声伝送

用設備とは異なり、予備設備や停電対策等の規定を、本設備に対する条件として個別に規

定する必要は認められない。（８ページ） 

その他の音声伝送用設備の技術的条件の考え方として、報告書案に賛成致します。  

 

 

「Ⅳ．その他」について 

３．電気通信主任技術者制度 

今回の法改正後も、電気通信主任技術者制度は、技術基準適合維持義務の担保措置とし

て、原則として維持されることとなる。 

―中略― 

このため、改正法においては、自ら設置する電気通信設備の規模が小さく、かつ、仮に

当該設備に損壊等の事故が生じた場合でもその社会的影響はそれほど高くないと考えら

れる電気通信事業者については、新しい技術を活用した多種多様な電気通信事業者の新規

参入をより一層促進することの必要性も踏まえ、電気通信主任技術者の選任義務の適用を

除外することとしている。（１０ページ） 

 電気通信主任技術者制度を技術基準適合維持義務の担保措置として改正後も継続させる

ことは、今回の事業法改正の主体事項である事業区分廃止が表面的なものとなり意味をな

くす恐れがあるのではないかと考えます。よって、現行法の事業区分を継続させるような

制度の継続に反対致します。 

 また、担保措置の対象として、社会的影響力やサービス提供の規模、従業員数などによ

り適用範囲を曖昧な尺度を利用した規定の制定により設けることは公平さに欠けます。事

業者の健全な競争を促進させるためにも公平な規定になることを希望致します。 
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「Ⅳ．その他」について 

５．その他 

技術の進展に伴い、アナログ電話用設備が、光通信設備、ＩＰ技術を用いた設備に置き換

わっていく傾向にあり、アナログ電話用設備が提供していた電源供給の維持が困難になる

方向にあるが、災害時等においても国民が必要とする通信手段を確実に確保するために

は、端末設備等における蓄電池、乾電池その他電池の備え付け等を電気通信事業者、端末

設備等製造事業者及び利用者に奨励する方策について検討していく必要がある。 

また、同様に、情報セキュリティ対策についても、ネットワークに接続する端末設備側に

もネットワークに重大な支障を及ぼさないように対策を講じることを奨励していくこと

が求められる。（１１ページ） 

 災害時等に於ける国民が必要とする通信手段を確実に確保するための手段を、事業者並

びに利用者に対し奨励していく方策については賛成致します。 

但し、災害時等の通信手段の確保の責務は特定の事業者が負うものではなく、国民の安

全にかかわる社会基盤の整備であるため、政府行政の義務の一つであると言えます。この

社会的コストを事業者のみが負担するべきものではないと考えます。 

少なくとも災害時等の通信手段を提供したいと考える全ての事業者が、合理的な費用と

労力で実現できるようなルールを監督省庁、自治体含めて横断的に整備するべきと考えま

す。 

 

以上 
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